
都道府県名 事業主体名 住宅（団地）名 所在地 区分 入居可能戸数 間取り 使用料（家賃） 入居要件 その他（使用期限等）

改良中江東住宅
仙台市青葉区中江一丁目17番1，2，5-
3号，5-4号

2 2DK 7,500

改良中江南住宅
仙台市青葉区中江二丁目14番，22番

22
2 2DK 8,000

改良幸町住宅 仙台市宮城野区幸町三丁目五番 2 2DK 10,000

合計 0

 1：公営住宅
 2：改良住宅
 3：特公賃
 4：公社
 5：単独住宅等

離職退去者の利用可能な住戸一覧（平成２７年３月３１日現在）

宮城県
宮城県

問い合わせ時
点において，空
き家がある場合
に限り提供いた
します。

次の①～⑤の条件を全て満たし
ている方
①正規，非正規を問わず，職場
から解雇等されたことにより職を
失ったか，失うことが確実な県内
に住民票がある（応募時点で可）
方で，当該事実を客観的に証明
できる書類が準備できる方
②解雇等に伴い，寮・社宅等の現
在の住居を失ったか，失うことが
確実な方で，当該事実を客観的
に証明できる書類を準備できる方
③新しい住居が確保できないこと
④入居する方の中に暴力団員が
いないこと
⑤現在ハローワークで求職中で
あること

・離職退去者向け。
・先着順受付（平成２７年３
月３１日まで）
・空家がない場合提供でき
ません。
・使用期間は原則６か月
（ただし，最長1年間まで使
用期間を延長する場合あ
り）。
・共益費，自治会費，光熱
水費は自己負担。
・家財道具等なし。
・その他浴室設備等につ
いてはお問合せ願いま
す。
・敷金なし。

問い合わせ先
宮城県土木部住宅課
022-211-3252


